
７ 公営企業職員の状況

(1) 水道事業

① 職員給与費の状況

    ア 決算

区 分 総費用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成２６年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成２７年度
31,931,949

千円

1,373,100

千円

4,381,249

千円
13.7％ 24.3％

     （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 691,497 千円を含みません。 

区 分 職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

(参考) 

政令指定都市平均

一人当たり給与費

給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計 

Ｂ 

平成２７年度 575人 
2,328,888

千円

789,261

千円

977,667

千円

4,095,816

千円

7,123

千円

6,773

千円

     （注）職員手当には退職給与金を含みません。            

イ 特記事項 

    なし

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２８年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

水道事業 44.6歳 396,345円 603,840円

政令指定都市平均（水道事業） 45.3歳 373,196円 564,216円

（注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

（注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当 

水道事業 普通会計関係

１人当たり平均支給額（平成２７年度）

１，７０５，５４９円

１人当たり平均支給額（平成２７年度）

１，７０７，８２１円

（平成２７年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.60 月分 

（1.45 月分）   （0.75 月分） 

（平成２７年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.60 月分 

（1.45 月分）    （0.75 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

 (注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。      



イ 退職手当（平成２８年４月１日現在） 

区 分
水道事業 普通会計関係

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨

支給率

勤続２０年    ２１月 ２７．６２５月    ２１月 ２７．６２５月

勤続２５年    ３０月 ３８．０７５月    ３０月 ３８．０７５月

勤続３５年    ４２月  ４９．５９月    ４２月   ４９．５９月

最高限度額 ４９．５９月  ４９．５９月 ４９．５９月   ４９．５９月

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。

定年・勧奨退職した職員

一人当たりの平均支給額

平成２７年度

２，２９２万円

平成２７年度

２，２１２万円

（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２７年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

ウ 地域手当（平成２８年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２７年度決算） ２９２，９３２千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） ５１４，１４２ 円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

川崎市 １６％ ５７５人 １６％ 

エ 特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在） 

支給総額（平成２７年度決算） １９，０５９千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） ６８，５５８ 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２７年度） ４８．３%

手当の種類（手当数） ３種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（平成２７年度決算）

左記職員に対する支給

単価 

作業手当 給水装置センター給水管理係、メータ管理担当、北部給水

管理担当及び高津・宮前担当並びに配水工事事務所工務

係、工事係及び漏水防止係の技能職員又は業務職員が当該

業務に従事したとき(同日中に従事した作業が作業手当丙

額の支給対象となるときを除く。）。

7,008 千円 従事した日１日につき

甲額 ３３０円

１  水道施設 管理課施設維持担当の職員、水運

用センター 管理係員並びに浄水課 及び生田浄

水場の浄水係員が当該業務に従事したとき。

２  水道水質 課及び浄水課水質係の職員が水質

試験又は水質検査に従事したとき。 

３  給水装置 センター給水管理係、メータ管理

担当、北部 給水管理担当及び高津 ・宮前担当

並びに配水 工事事務所工務係、工 事係及び漏

水防止係の 技能職員又は業務職員 並びに下水

道部の職員 以外の職員がずい道坑 内又は大口

径 管 内 で の 作 業 に 従 事 し た と き (同 日 中 に 従

事した作業 が作業手当丙額の支給 対象となる

ときを除く。）。 

3,155 千円 従事した日１日につき

乙額 ２８０円 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（平成２７年度決算）

左記職員に対する支給

単価 

給水装置センター給水管理係、メータ管理担当、北部給水

管理担当及び高津・宮前担当並びに配水工事事務所工務係、

工事係及び漏水防止係の技術職員、技能職員又は業務職員

が午後10時から午前5時までの時間帯のうち3時間を超え

て屋外作業に従事したとき（夜勤及び応援勤務として従事

したときを除く。）。 

3,635 千円 従事した日１日につき

丙額 ９９０円 

（技術職員については

６６０円） 

交替勤務手当 配水工事事務所、水運用センター、浄水課及び生田浄水場

の交替制勤務職員が夜間勤務（午後 4時 30 分から翌日の午

前 9時まで）に従事したとき。 

3,478 千円 夜勤 1回につき  

９５０円 

滞納整理手当 滞納整理のため出張し業務に従事したとき。 1,783 千円 従事した日１日につき

８００円 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２７年度決算） ２５７，０１４千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） ４６７，７９４  円

支給実績（平成２６年度決算） ２５９，６３４千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） ５８４，７６０  円

     （注１） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

（注２） 職員１人あたり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２７年度（平成２６年度）決算）」

と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはなら

ない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。 

カ その他の手当（平成２８年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職

との異同 

異なる

内容 

支給実績 

（平成２７年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額 

（平成２７年度決算）

扶養手当 扶養親族のある職

員に支給する。 

・配偶者 

15,300 円

・他の扶養親族 

6,800 円

・配偶者のない職員の

扶養親族のうち 

 1 人     11,800 円

・15 歳以上 22歳未満

の加算   5,000 円 

同じ ― 86,433千円 269,680 円

住居手当 自ら居住するため

住宅を借り受け、家

賃等を支払ってい

る職員に支給する。

・借家     16,500 円 同じ ― 27,865千円 60,401円

通勤手当 通勤のため、交通機

関等を利用しその

運賃等を負担する

ことを常例とする

職員、自動車等を使

用することを常例

とする職員に支給

する。 

・交通機関を利用の場

合は 55,000 円を限

度とし運賃相当額。

・自動車等を使用の場

合は距離に応じて 

2,000 円～31,600 円

・併用の場合は 55,0

00 円を限度とし、両

方を加算した金額。

同じ ― 70,181千円 134,083 円



手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職

との異同 

異なる

内容 

支給実績 

（平成２７年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額 

（平成２７年度決算）

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間と

して、午後10時～翌

日の午前5時まで勤

務する職員に支給

する。 

勤務１時間当たりの

給与額 

×100分の25 

×勤務時間（実働時間）

同じ ― 15,652千円 215,895 円

管理職手当

（国では

俸給の特

別調整額）

管理又は監督の地

位にある者に支給

する。

職位に応じ、規程に定

められた73,700円～

111,300円 

同じ ― 25,324千円 1,012,944 円



(2) 工業用水道事業

① 職員給与費の状況

    ア 決算

区 分 総費用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成２６年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成２７年度
6,905,212

千円

742,776

千円

780,732

千円
11.3% 21.6％ 

     （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 57,135 千円を含みません。 

区 分 職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

(参考) 

政令指定都市平均

一人当たり給与費

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

平成２７年度 95 人 
394,538

千円

124,357

千円

159,601

千円

678,496

千円

7,142

千円

6,989

千円

     （注）職員手当には退職給与金を含みません。            

イ 特記事項 

    なし

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２８年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

工業用水道事業 49.1歳 392,995円 594,438円

政令指定都市平均（工業用水道事業） 46.1歳 385,750円 580,814円

 （注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

 （注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当 

工業用水道事業 普通会計関係

１人当たり平均支給額（平成２７年度）

１，６８５，１５９円

１人当たり平均支給額（平成２７年度）

１，７０７，８２１円

（平成２７年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.60 月分 

（1.45 月分）   （0.75 月分） 

（平成２７年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.60 月分 

（1.45 月分）    （0.75 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 



イ 退職手当（平成２８年４月１日現在） 

区 分
工業用水道事業 普通会計関係

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨

支給率

勤続２０年    ２１月 ２７．６２５月    ２１月 ２７．６２５月

勤続２５年    ３０月 ３８．０７５月    ３０月 ３８．０７５月

勤続３５年    ４２月  ４９．５９月    ４２月   ４９．５９月

最高限度額 ４９．５９月  ４９．５９月 ４９．５９月  ４９．５９月

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。

定年・勧奨退職した職員

一人当たりの平均支給額

平成２７年度

２，１３７万円

平成２７年度

２，２１２万円

（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２７年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

ウ 地域手当（平成２８年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２７年度決算） ４９，３９９千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算）     ５２１，３６４ 円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

川崎市 １６％ ９５人 １６％ 

エ 特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在） 

支給総額（平成２７年度決算）                  ３，５０４千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算）                   ７２，９９９ 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２７年度）                    ５０．５％

手当の種類（手当数） ２種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（平成２７年度決算）

左記職員に対する支給

単価 

作業手当 給水装置センター給水管理係、メータ管理担当、北部給

水管理担当及び高津・宮前担当並びに配水工事事務所工

務係、工事係及び漏水防止係の技能職員又は業務職員が

当該業務に従事したとき(同日中に従事した作業が作業

手当丙額の支給対象となるときを除く。）。

216 千円 従事した日１日につき

甲額 ３３０円 

１  水道施設管理課施 設維持担当の職員、水

運用センター 管理係員並びに浄水課及び 生

田浄水場の浄 水係員が当該業務に従事し た

とき。 

２  水道水質課及び浄 水課水質係の職員が水

質試験又は水質検査に従事したとき。 

３  給水装置センター 給水管理係、メータ管

理担当、北部 給水管理担当及び高津・宮 前

担当並びに配 水工事事務所工務係、工事 係

及び漏水防止 係の技能職員又は業務職員 並

びに下水道部 の職員以外の職員がずい道 坑

内又は大口径 管内での作業に従事したと き

(同 日 中 に 従 事 し た 作 業 が 作 業 手 当 丙 額 の

支給対象となるときを除く。）。 

1,860 千円 従事した日１日につき

乙額 ２８０円 

給水装置センター給水管理係、メータ管理担当、北部給 83千円 従事した日１日につき



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（平成２７年度決算）

左記職員に対する支給

単価 

水管理担当及び高津・宮前担当並びに配水工事事務所工

務係、工事係及び漏水防止係の技術職員、技能職員又は

業務職員が午後10時から午前5時までの時間帯のうち3

時間を超えて屋外作業に従事したとき（夜勤及び応援勤

務として従事したときを除く。）。 

丙額 ９９０円 

（技術職員については

６６０円） 

交替勤務手当 配水工事事務所、水運用センター、浄水課及び生田浄水

場の交替制勤務職員 

1,345 千円 夜勤 1回につき 

９５０円 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２７年度決算） ３３，９６２千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） ３８５，９３７ 円

支給実績（平成２６年度決算） ３２，２００千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） ５２２，８６４ 円

     （注１） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

（注２） 職員１人あたり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２７年度（平成２６年度）決算）」

と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはなら

ない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。 

カ その他の手当（平成２８年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職

との異同 

異なる

内容 

支給実績 

（平成２７年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額 

（平成２７年度決算）

扶養手当 扶養親族のある職

員に支給する。 

・配偶者 

15,300 円

・他の扶養親族 

6,800 円

・配偶者のない職員の

扶養親族のうち 

 1 人     11,800 円

・15 歳以上 22歳未満

の加算   5,000 円 

同じ ― 10,336千円 243,200 円

住居手当 自ら居住するため

住宅を借り受け、家

賃等を支払ってい

る職員に支給する。

・借家     16,500 円 同じ ― 3,270 千円 50,180円

通勤手当 通勤のため、交通機

関等を利用しその

運賃等を負担する

ことを常例とする

職員、自動車等を使

用することを常例

とする職員に支給

する。 

・交通機関を利用の場

合は 55,000 円を限

度とし運賃相当額。

・自動車等を使用の場

合は距離に応じて 

2,000 円～31,600 円

・併用の場合は 55,0

00 円を限度とし、両

方を加算した金額。

同じ ― 12,174千円 136,533 円

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間と

して、午後10時～翌

日の午前5時まで勤

務する職員に支給

する。 

勤務１時間当たりの

給与額 

×100分の25 

×勤務時間（実働時間）

同じ ― 5,827 千円 241,109 円



手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職

との異同 

異なる

内容 

支給実績 

（平成２７年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額 

（平成２７年度決算）

管理職手当

（国では

俸給の特

別調整額）

管理又は監督の地

位にある者に支給

する。

職位に応じ、規程に定

められた73,700円～

111,300円 

同じ ― 6,786 千円 969,429 円



(3) 下水道事業

① 職員給与費の状況

    ア 決算

区 分 総費用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成２６年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成２７年度
42,498,074

千円

1,807,853

千円

3,328,213

千円
7.8％ 7.8％ 

     （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 736,366 千円を含みません。 

区 分 職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

(参考) 

政令指定都市平均

一人当たり給与費

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

平成２７年度  410 人 
1,599,129

千円

563,968

千円

659,717

千円

2,822,814

千円

6,885

千円

6,787

千円

     （注）職員手当には退職給与金を含みません。            

イ 特記事項 

    なし

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２８年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

下水道事業 44.0歳 373,756円 573,581円

政令指定都市平均（下水道事業） 44.3歳 373,830円 567,959円

 （注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

 （注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当 

下水道事業 普通会計関係

１人当たり平均支給額（平成２７年度）

１，６１４，８２１円

１人当たり平均支給額（平成２７年度）

１，７０７，８２１円

（平成２７年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.60 月分 

（1.45 月分）   （0.75 月分） 

（平成２７年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.60 月分 

（1.45 月分）    （0.75 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 



イ 退職手当（平成２８年４月１日現在） 

区 分
下水道事業 普通会計関係

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨

支給率

勤続２０年    ２１月 ２７．６２５月    ２１月 ２７．６２５月

勤続２５年    ３０月 ３８．０７５月    ３０月 ３８．０７５月

勤続３５年    ４２月  ４９．５９月    ４２月  ４９．５９月

最高限度額 ４９．５９月  ４９．５９月 ４９．５９月  ４９．５９月

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。

定年・勧奨退職した職員

一人当たりの平均支給額

平成２７年度

２，３５５万円

平成２７年度

２，２１２万円

（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２７年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

ウ 地域手当（平成２８年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２７年度決算） ２０１，７３６千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算）     ４９２，３３９ 円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

川崎市 １６％ ４１０人 １６％ 

エ 特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在） 

支給総額（平成２７年度決算） １９，４４４千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） １０１，８００ 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２７年度） ４６．６%

手当の種類（手当数） ４種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（平成２７年度決算）

左記職員に対する支給

単価 

夜間特殊業務手

当 

水処理センター（麻生水処理センターを除く。）の職

員が正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深

夜において行われる設備の保守、管理等にかかわる緊

急の対応の業務に従事したとき。

234 千円 勤務１回につき 

６５０円 

用地等折衝業務

手当 

下水道部の職員が土地の取得、処分、収用若しくは使

用、支障物等の取得、移転若しくは除去又はこれらに

伴う損失補償等のため出張して行う住民等との折衝

の業務に従事したとき。

0 千円 従事した日１日につき

１４０円 

汚泥処理業務等

手当 

入江崎総合スラッジセンター設備係の職員が汚泥等

に接触してその処理を行う業務に従事したとき。

598 千円 従事した日１日につき

甲額 ７５０円 

下水道水質課の職員（工場廃水指導の業務に従

事する職員を除く。）又は水処理センター、入

江崎総合スラッジセンター管理係、下水道管理

事 務 所 若 し く は 下水 道事 務 所管 理課 の 職 員 が

汚 泥 等 に 接 触 し てそ の処 理 を行 う業 務 又 は 毒

物 若 し く は 劇 物 を使 用し た 理化 学試 験 若 し く

は検査の業務に従事したとき。 

18,589 千円 従事した日１日につき 

乙額 ５００円 

危険作業手当 下水道部の職員が地上又は水面上１０メートル以上の足

場が不安定な箇所において行う業務に従事したとき。 

0 千円 従事した日１日につき

甲額３００円 



下水道水質課の職員が毒物又は劇物を使用した試験又は

検査の業務に従事したとき（同日中に従事した業務が汚

泥処理業務等手当乙額の支給の対象となるときを除

く。）。 

23 千円 従事した日１日につき 

乙額１４０円 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２７年度決算） １７７，１８９千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） ４６９，０６５  円

支給実績（平成２６年度決算） １７１，２２２千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） ４８０，３９６  円

     （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

（注２） 職員１人あたり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２７年度（平成２６年度）決算）」

と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはなら

ない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。 

カ その他の手当（平成２８年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職

との異同 

異なる

内容 

支給実績 

（平成２７年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額 

（平成２７年度決算）

扶養手当 扶養親族のある職

員に支給する。 

・配偶者 

15,300 円

・他の扶養親族 

6,800 円

・配偶者のない職員の

扶養親族のうち 

 1 人     11,800 円

・15 歳以上 22歳未満

の加算   5,000 円 

同じ ― 49,409千円 250,065 円

住居手当 自ら居住するため

住宅を借り受け、家

賃等を支払ってい

る職員に支給する。

・借家    16,500 円 同じ ― 19,264千円 66,850円

通勤手当 通勤のため、交通機

関等を利用してそ

の運賃等を負担す

ることを常例とす

る職員、自動車等を

使用することを常

例とする職員に支

給する。 

・交通機関を利用の場

合は 55,000 円を限

度とし運賃相当額。

・自動車等を使用の場

合は距離に応じて 

2,000 円～31,600 円

・併用の場合は 55,0

00 円を限度とし、両

方を加算した金額。

同じ ― 55,479千円 141,587 円

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間と

して、午後10時～翌

日の午前5時まで勤

務する職員に支給

する。 

勤務１時間当たりの

給与額 

×100分の25 

×勤務時間（実働時間）

同じ ― 13,203千円 219,130 円

管理職手当

（国では

俸給の特

別調整額）

管理又は監督の地

位にある者に支給

する。

職位に応じ、規程に定

められた73,700円～

111,300円 

同じ ― 32,347千円 1,010,850 円



(4) 自動車運送事業

① 職員給与費の状況

    ア 決算

区 分 総費用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成２６年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成２７年度
8,907,391

千円

386,433

千円

4,074,776

千円

45.7

％

42.0

％

区 分 職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

(参考) 

政令指定都市平均

一人当たり給与費

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

平成２７年度
524

人

2,077,250

千円

1,402,454

千円

595,072

千円

4,074,776

千円

7,776

千円

7,223

千円

     （注）職員手当には退職給与金を含みません。            

イ 特記事項 

    なし

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２８年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

自動車運送事業 48.1歳 386,390円 518,406円

政令指定都市平均（バス事業） 47.5歳 351,796円 594,621円

（注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

 （注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

（うちバス事業運転手） 

区  分 

公 務 員 民  間 参 考

平均年齢 職員数 基本給 
平均月収額

（Ａ） 

対応する民間の 

類似職種
平均年齢

平均月収額

（Ｂ） 
Ａ／Ｂ

川崎市 49.5 歳 385 人 382,773円 513,553円 営業用バス運転手 48.0歳 464,900円 1.11

政令指定都市平均 47.9 歳 496 人 342,054円 584,923円 ― ― ― ― 

区  分 

参  考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員（Ｃ） 民 間（Ｄ） Ｃ／Ｄ 

川崎市 7,320,794円 5,578,200円 1.31 

（注１） 民間データは、「賃金構造基本統計調査」において公表されているデータを使用していま

す。（平成２５～２７年の３ケ年平均）

（注２） 民間の類似職種との比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致

しているものではありません。 

（注３） 平均月収額には、期末・勤勉手当（民間は年間賞与）等を含みます。 



③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当 

自動車運送事業 普通会計関係

１人当たり平均支給額（平成２７年度）

１，１３５，６３４円

１人当たり平均支給額（平成２７年度）

１，７０７，８２１円

（平成２７年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.60 月分 

（1.45 月分）   （0.75 月分） 

（平成２７年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.60 月分 

（1.45 月分）    （0.75 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

       １５％に相当する額

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

イ 退職手当（平成２８年４月１日現在） 

区 分
自動車運送事業 普通会計関係

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨

支給率

勤続２０年    ２１月 ２７．６２５月    ２１月 ２７．６２５月

勤続２５年    ３０月 ３８．０７５月    ３０月 ３８．０７５月

勤続３５年    ４２月  ４９．５９月    ４２月   ４９．５９月

最高限度額 ４９．５９月  ４９．５９月 ４９．５９月   ４９．５９月

定年前早期退職者に対する加

算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～２０％加算する。

定年・勧奨退職した職員

一人当たりの平均支給額

平成２７年度

１，７７２万円

平成２７年度

２，２１２万円

（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２７年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

ウ 地域手当（平成２８年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２７年度決算） ２６２，８２８千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） ５０１，５８０ 円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

川崎市 １６％ ５２４人 １６％ 

エ 特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在）

支給総額（平成２７年度決算） １６，０４９千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） ４１，６８６ 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２７年度） ７３．４７%

手当の種類（手当数） １種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対する支給



（平成２７年度決算） 単価 

中休手当 常時乗合自動車に乗務する職員 中休勤務に従事し

たとき 

16,049千円 １０分につき２５円 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２７年度決算） ９０２，９１１千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） １，７７７，３８２ 円

支給実績（平成２６年度決算） ９３９，８８６千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） １，８７９，７７２ 円

   （注１） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

（注２） 職員１人あたり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２７年度（平成２６年度）決算）」

と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならな

い職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。 

カ その他の手当（平成２８年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職

との異同 

異なる 

内容 

支給実績 

（平成２７年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額 

（平成２７年度決算）

扶養手当 扶養親族のある職

員に支給する。 

・配偶者 

15,300 円

・他の扶養親族 

6,800 円

・配偶者のない職員の

扶養親族のうち 

 1 人     11,800 円

・15 歳以上 22歳未満

の加算   5,000 円 

同じ ― 95,848千円 182,916円

住居手当 自ら居住するため

住宅を借り受け、家

賃等を支払ってい

る職員に支給する。

・借家   16,500 円 同じ ― 23,944千円 45,695円

通勤手当 通勤のため、交通機

関等を利用しその

運賃等を負担する

ことを常例とする

職員、自動車等を使

用することを常例

とする職員に支給

する。 

・交通機関を利用の場

合は 55,000 円を限

度とし運賃相当額。

・自動車等を使用の場

合は距離に応じて

2,000 円～31,600 円

・併用の場合は

55,000 円を限度と

し、両方を加算した

金額。 

同じ ― 32,337千円 61,712円

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間と

して、午後10時～翌

日の午前5時まで勤

務する職員に支給

する。 

勤務１時間当たりの

給与額 

×100分の25 

×勤務時間（実働時間）

同じ ― 24,410千円 46,584円

管理職手当

（国では

俸給の特

別調整額）

管理又は監督の地

位にある者に支給

する。

職位に応じて、 

73,700円～111,300円

同じ ― 17,128千円 1,070,500円



(5) 病院事業

① 職員給与費の状況

    ア 決算

区 分 総費用 

Ａ 

純損益又は実質

収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成２６年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

平成２７年度
31,561,973

千円

△317,927

千円

12,219,122

千円

38.7

％

31.6

％

     （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 67,058 千円を含みません。 

区 分 職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給 与 費 

B/A 

(参考) 

政令指定都市平均

一人当たり給与費

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 

Ｂ 

平成２７年度 1,374人
4,910,408

千円

3,546,367

千円

2,048,537

千円

10,505,312

千円

7,646

千円

7,412

千円

     （注）職員手当には退職給与金を含みません。            

イ 特記事項

   なし 

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２８年４月１日現在）

 職種 平均年齢 基本給 平均月収額 

病 

院 

事 

業 

医師 43.3歳 539,817円 1,652,872円

看護師 35.6歳 305,929円 544,145円

事務職員 42.2歳 398,689円 758,816円

政都 

令市 

指平 

定均 

医師 44.7歳 543,532円 1,401,906円

看護師 37.5歳 298,472円 483,075円

事務職員 44.0歳 369,813円 594,975円

（注１） 基本給は、「給料」「扶養手当」「地域手当」の合算額です。 

（注２） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 



③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当 

病院事業 普通会計関係

１人当たり平均支給額（平成２７年度）

１，４８８，９８０円

１人当たり平均支給額（平成２７年度）

１，７０７，８２１円

（平成２７年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.60 月分 

（1.45 月分）   （0.75 月分） 

（平成２７年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.60 月分     1.60 月分 

（1.45 月分）    （0.75 月分） 

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額

（加算措置の状況） 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～

１５％に相当する額 

(注１)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

(注２)  普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。      

イ 退職手当（平成２８年４月１日現在） 

区 分
病院事業 普通会計関係

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨

支給率

勤続２０年    ２１月 ２７．６２５月    ２１月 ２７．６２５月

勤続２５年    ３０月 ３８．０７５月    ３０月 ３８．０７５月

勤続３５年    ４２月  ４９．５９月    ４２月   ４９．５９月

最高限度額 ４９．５９月  ４９．５９月 ４９．５９月   ４９．５９月

定年前早期退職者に対する加

算措置 

退職時給料月額を２～２０％加算す

る。
退職時給料月額を２～２０％加算する。

定年・勧奨退職した職員

一人当たりの平均支給額

平成２７年度

１，８１９万円

平成２７年度

２，２１２万円

（注１）退職手当の１人当たり平均支給額は、２７年度に退職した職員に支給された平均額です。 

(注２) 普通会計関係とは、一般行政部門、教育、消防を指します。 

ウ 地域手当（平成２８年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２７年度決算） ６４６，９９９千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） ４７０，５４５ 円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

川崎市 １６％ 1,419人 １６％ 



エ 特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在） 

支給総額（平成２７年度決算） ６６６，８８８千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） ５６０，４１０ 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２７年度） ８６．７%

手当の種類（手当数） １０種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（平成２７年度決算）

左記職員に対する支給

単価 

医務等従事手当 (1) 病院局に勤務する助産師及び看護師(准看護師

を含む。以下同じ。) 

666,889千円 月額８，０００円 

(2) 病院に勤務する栄養士、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、歯科衛生士、マッサージ師及

び視能訓練士並びに社会福祉職及び心理職の

うち医療社会事業の業務に従事する職員 

月額２，０００円 

夜間看護手当 病院に勤務する助産

師及び看護師 

正規の勤務時間の一

部又は全部が深夜に

おいて行われる看護

等の業務に従事した

とき 

勤務１回につき 

７，２００円 

ただし、その勤務に含

まれる深夜（午後１０時

から翌日の午前５時ま

での間をいう。以下同

じ。）における勤務時間

が２時間以上６時間未

満の場合は４，５００

円とし、２時間未満の

場合は３，６００円と

する。 

感 染症 病原 体接 触

手当 

医師 感染症病棟患者の診

療の業務又は感染症

の病原体により汚染

され、又は汚染され

た疑いがある検体の

試験若しくは検査の

業務 

従事した日１日につき

１４０円 

ただし、１回の勤務が

２暦日にわたる場合の

うち従事した日の勤務

時間が２時間未満のと

きは、支給しない 

看護師 感染症病棟患者の看

護業務 

臨床検査技師 感染症の病原体によ

り汚染され、又は汚

染された疑いがある

検体の試験若しくは

検査の業務又は当該

試験若しくは検査に

おいて使用した器具

の洗浄の業務 

臨床工学技士 感染症病棟患者の診

療等に使用する生命

管理維持装置の操作

等の業務 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（平成２７年度決算）

左記職員に対する支給

単価 

ハウスキーパー 

及び業務職 

感染症の病原体によ

り汚染され、若しく

は汚染された疑いが

ある検体の試験若し

くは検査において使

用した器具の洗浄の

業務又は感染症病棟

内の清掃若しくは感

染症病棟患者の着衣

類若しくは汚物の消

毒の業務 

精神病患者等入院業

務手当 

精神病患者の入院

又は感染症患者の

入院のための移送

に係る業務に従事

する職員 

精神病患者の入院又

は感染症患者の入院

のための移送に係る

業務 

１件につき１４０円 

放射線接触手当 放射線を人体に対し

て照射する業務等に

従事する職員 

放射線を人体対してに

照射する業務等 

従事した日１日につき

２５０円 

ただし、１回の勤務が２

暦日にわたる場合のう

ち従事した日の勤務時

間が２時間未満のとき

は、支給しない 

救急患者診療手当 病院に勤務する医師

又は歯科医師（以下

「医師等」という。）

（複数の医師等が従

事した場合にあって

は、主として従事した

医師等に限る。） 

夜間休日（月曜日から

金曜日までの午前８時

30 分から午後５時まで

を除く時間帯をいう。

以下同じ。）における

救急の外来患者の診療

に従事したとき 

１件につき 1,000 円 

ただし、緊急入院手当が

支給されるとき、又は分

娩手当が支給されると

きは、支給しない 

緊急入院手当 (1) 病院に勤務する医師

等（複数の医師等が従

事した場合にあって

は、主として従事した

医師等に限る。） 

救急の外来患者の診療

に従事し、当該診療に

係る患者の入院の指示

を行ったとき（当該患

者の緊急入院受入れ（

夜間休日における入院

の受入れをいう。以下

同じ。）が行われた場

合に限る。） 

１件につき 5,000 円 

ただし、緊急入院手当(

２)が支給されるとき、

又は分娩手当が支給さ

れるときは、支給しない

(2) 病院に勤務する医師

等（複数の医師等が従

事した場合にあって

は、主として従事した

医師等に限る。） 

緊急入院受入れを行っ

たとき 

１件につき5,000円 

ただし、分娩手当が支給

されるときは、支給しな

い 

待機手当 病院に勤務する医師

等（病院長が別に定め

る診療科等に勤務す

る医師等に限る。）

次に掲げる区分に従

い、緊急の診療、処置

又は手術に対応するた

めに自宅等において待

機をしたとき 

ア 午後５時から翌日

の午前８時 30 分まで 

イ 午前８時 30分から

１回につき 2,000 円 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（平成２７年度決算）

左記職員に対する支給

単価 

午後５時まで（日曜日

及び土曜日並びに休日

に限る。） 

分娩手当 病院に勤務する医師

（複数の医師が従事

した場合にあっては、

主として従事した医

師に限る。） 

分娩業務に従事したと

き 

１件につき 10,000 円 

ただし、多胎分娩の場合

は、１件とする 

管理職員診療等業務手

当 

病院に勤務する医師

等（管理職員に限る。）

正規の勤務時間外又は

休日等に診療その他の

管理者が別に定める業

務に従事したとき 

１時間につき 5,000 円

オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成２７年度決算） １，２１０，３５１千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） １，１８５，４５６ 円

支給実績（平成２６年度決算） １，２１０，０３０千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） １，１２５，０６３ 円

      （注１） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

（注２） 職員１人あたり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２７年度（平成

２６年度）決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度

上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含み

ます。 

カ その他の手当（平成２８年４月１日現在） 

手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職

との異同

異なる

内容 

支給実績 

（平成２７年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額 

（平成２７年度決算）

初任給 

調整手当

採用による欠員の補

充が困難と認められ

る職で川崎市病院局

企業職員初任給調整

手当支給規程に定め

る者に支給する。 

208,900 円の範囲内 異なる 期間及

び月額

404,418 千円 2,128,515 円

扶養手当 扶養親族のある職員

に支給する。 

・配偶者 

15,300 円

・他の扶養親族 

6,800 円

・配偶者のない職員の扶

養親族のうち 

 1 人       11,800 円

・15 歳以上 22 歳未満の

加算      5,000 円

同じ ― 69,124千円 231,183円

住居手当 自ら居住するため住

宅を借り受け、家賃

等を支払っている職

員に支給する。 

・借家      16,500 円 同じ ― 82,720千円 105,242円



手当名 内容（支給対象等） 手当額又は支給率 
一般行政職

との異同

異なる

内容 

支給実績 

（平成２７年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額 

（平成２７年度決算）

通勤手当 通勤のため、交通機

関等を利用しその運

賃等を負担すること

を常例とする職員、

自動車等を使用する

ことを常例とする職

員に支給する。 

・交通機関を利用の場合

は 55,000 円を限度とし

運賃相当額。 

・自動車等を使用の場合

は距離に応じて 

2,000 円～31,600 円 

・併用の場合は 55,000 円

を限度とし、両方を加算

した金額。 

同じ ― 153,323千円 124,957円

休日勤務

手当 

 勤務１時間当たりの給与

額×100 分の 135×勤務

した正規の勤務時間 

同じ ― 157,380千円 390,522円

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間とし

て、午後10時から翌

日の午前5時までの

間に勤務する職員に

支給する。 

勤務１時間当たりの給与額

×100分の25 

×勤務時間（実働時間）

同じ ― 133,006千円 185,763円

宿日直 

手当 

宿日直をした場合に

支給する。 

・勤務１回につき 

6,000 円

・5時間以下の勤務は 

3,000 円

同じ ― 4,357千円 124,474円

管理職手当

（国では

俸給の特

別調整額）

管理又は監督の地位

にある者に支給す

る。

職位に応じて、 

73,700円～145,100円 

同じ ― 137,883千円 1,168,498円

管理職員

特別勤務

手当 

管理職手当の支給を

受けている職員が、

週休日等に臨時若し

くは緊急の必要等に

より勤務した場合又

は災害への対処その

他の臨時若しくは緊

急の必要により週休

日等以外の日の午前

０時から午前５時ま

での間であって正規

の勤務時間以外の時

間に勤務した場合に

支給する。 

役職・勤務時間等に応じて

8,000 円～12,000 円 

（ただし、勤務時間が4

時間以下の場合は 

その金額に100分の50を、

6時間を超える場合は100

分の150を乗じて得た額）

同じ ― 0千円 0円


